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特  集
アジアにおける
航空貨物と空港

●�

は
じ
め
に

　

二
〇
一
五
年
末
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国

連
合
（
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
）
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ

経
済
共
同
体
（
Ａ
Ｅ
Ｃ
）
を
創
設
し
、

域
内
の
経
済
協
力
の
歴
史
に
大
き
な
節

目
を
刻
ん
だ
。
一
九
八
〇
年
代
以
降
、

先
進
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
は
日
本
を
は
じ

め
と
す
る
周
辺
諸
国
か
ら
の
直
接
投
資

を
積
極
的
に
受
け
入
れ
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ

域
内
外
を
連
結
す
る
生
産
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
に
深
く
組
み
込
ま
れ
な
が
ら
、
高
い

経
済
成
長
率
、
工
業
化
を
遂
げ
て
き
て

い
る
。
世
界
で
最
も
先
進
的
と
も
評
さ

れ
る
こ
の
生
産
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
お

も
に
海
上
輸
送
、
陸
上
輸
送
サ
ー
ビ
ス

に
よ
り
支
え
ら
れ
て
き
た
が
、
生
産
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
精
緻
化
、
ス
マ
ー
ト
フ

ォ
ン
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
製
造
業
品

の
小
型
化
・
高
付
加
価
値
化
、
富
裕
層

に
よ
る
高
付
加
価
値
商
品
の
国
際
取
引

の
増
加
な
ど
を
背
景
に
、
近
年
で
は
航

空
輸
送
の
重
要
性
も
高
ま
っ
て
き
て
い

る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
下
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ

は
Ａ
Ｅ
Ｃ
の
一
環
と
し
て
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ

単
一
航
空
市
場
（A

SEA
N

 Single 
A

viation M
arket

：
Ａ
Ｓ
Ａ
Ｍ
）
の

構
築
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
本
稿
で
は
、

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
を
中
心
と
し
た
国
際
航
空

物
流
の
今
後
の
発
展
に
も
大
き
く
影
響

す
る
で
あ
ろ
う
Ａ
Ｓ
Ａ
Ｍ
の
概
要
お
よ

び
そ
の
進
捗
を
報
告
す
る
。

●�

Ｒ
Ｉ
Ａ
Ｔ
Ｓ

　

二
〇
〇
四
年
一
一
月
、
第
一
〇
回
交

通
大
臣
会
合（
Ａ
Ｔ
Ｍ
）に
お
い
て
、「
Ａ

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
航
空
輸
送
の
統
合
お
よ
び

自
由
化
の
た
め
の
行
動
計
画
：
二
〇
〇

五
～
二
〇
一
五
年
」
が
採
択
さ
れ
、
Ａ

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
航
空
自
由
化
が
本
格
的
に

始
動
し
た
。「
航
空
輸
送
部
門
統
合
に

向
け
た
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
」（Roadm

ap 
for Integration of A

ir T
ravel 

Sector

：
Ｒ
Ｉ
Ａ
Ｔ
Ｓ
）
は
同
計
画
の

附
属
文
書
で
あ
り
、
貨
物
、
旅
客
両
面

に
お
け
る
航
空
自
由
化
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
を
定
め
て
い
る
（
参
考
文
献
①
）。

　

輸
送
権
は
、
領
空
通
過
権
（
第
一
の

自
由
）、
技
術
的
着
陸
権
（
第
二
の
自

由
）、
自
国
か
ら
相
手
国
へ
の
輸
送
権

（
第
三
の
自
由
）、
相
手
国
か
ら
自
国
へ

の
輸
送
権（
第
四
の
自
由
）、以
遠
権（
第

五
の
自
由
）、
自
国
を
ハ
ブ
と
す
る
三

国
間
輸
送
権
（
第
六
の
自
由
）、
三
国

間
輸
送
権
（
第
七
の
自
由
）、
接
続
便

カ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
（
第
八
の
自
由
）、
カ

ボ
タ
ー
ジ
ュ
（
第
九
の
自
由
）
に
分
類

さ
れ
る
が
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
が
Ｒ
Ｉ
Ａ
Ｔ

Ｓ
に
お
い
て
航
空
自
由
化
の
対
象
と
し

た
の
は
、
第
三
、
第
四
、
第
五
の
自
由

だ
け
で
あ
る
。
航
空
貨
物
輸
送
に
関
し

て
は
二
〇
〇
八
年
一
二
月
ま
で
に
第
三
、

第
四
、
第
五
の
自
由
を
開
放
す
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
。
航
空
旅
客
輸
送
に
関

し
て
は
、
準
地
域
内
、
準
地
域
間
の
指

定
地
点
間
か
ら
段
階
的
に
自
由
化
を
進

梅
﨑 

創

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
単一航
空
市
場

め
、
最
終
的
に
、
首
都
間
に
つ
い
て
、

二
〇
〇
八
年
一
二
月
ま
で
に
第
三
、
第

四
の
自
由
、
二
〇
一
〇
年
一
二
月
ま
で

に
第
五
の
自
由
を
実
現
す
る
と
い
う
目

標
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

Ｒ
Ｉ
Ａ
Ｔ
Ｓ
で
合
意
さ
れ
た
航
空
自

由
化
は
、
二
〇
〇
九
年
五
月
に
署
名
さ

れ
た
「
航
空
貨
物
輸
送
の
完
全
自
由
化

に
関
す
る
多
国
間
協
定
」（
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｌ

Ａ
Ｆ
Ｓ
）、「
航
空
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る

多
国
間
協
定
」（
Ｍ
Ａ
Ａ
Ｓ
）、
に
よ
り

成
文
化
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
Ｍ
Ａ
Ａ
Ｓ

の
枠
を
超
え
て
航
空
旅
客
輸
送
を
自
由

化
す
る
た
め
に
、「
国
際
空
港
を
有
す

る
す
べ
て
の
地
点
」
間
の
第
三
、
第
四
、

第
五
の
自
由
を
開
放
す
る
た
め
の
「
航

空
旅
客
輸
送
の
完
全
自
由
化
に
関
す
る

多
国
間
協
定
」（
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｌ
Ｐ
Ａ
Ｓ
）

が
二
〇
一
〇
年
一
一
月
に
締
結
さ
れ
た
。

　

多
国
間
航
空
自
由
化
の
先
行
事
例
で

あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
単
一
航
空
市
場
で
は
、

第
七
、
第
八
、
第
九
の
自
由
ま
で
が
開

放
さ
れ
た
が
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
で
は
そ
こ

ま
で
の
自
由
化
は
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ

検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
Ａ

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
お
い
て
は
、
加
盟
国
間
を

結
ぶ
国
際
線
市
場
の
み
が
自
由
化
対
象

と
さ
れ
て
お
り
、
国
内
線
市
場
の
開
放

に
は
踏
み
切
っ
て
は
い
な
い
。
こ
の
背

景
に
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
の
多
様
性

が
あ
る
。
国
内
線
を
持
た
な
い
シ
ン
ガ
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ポ
ー
ル
と
ブ
ル
ネ
イ
に
と
っ
て
は
、
Ａ

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
加
盟
国
の
国
内
線
市
場
の
自

由
化
は
市
場
機
会
を
得
る
だ
け
で
あ
る
。

他
方
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
最
大
の
国
内
線
市

場
を
持
つ
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
と
っ
て
は
、

自
国
に
不
利
な
、
片
務
的
な
自
由
化
と

な
っ
て
し
ま
う
。
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
多
様

性
に
起
因
す
る
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、

航
空
自
由
化
に
臨
む
各
国
の
姿
勢
、
よ

り
具
体
的
に
は
航
空
自
由
化
協
定
お
よ

び
附
属
文
書
の
批
准
に
要
す
る
時
間
に

影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い

た
。
そ
の
た
め
、
Ｒ
Ｉ
Ａ
Ｔ
Ｓ
協
定
は

い
ず
れ
も「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
マ
イ
ナ
ス
Ｘ
」

方
式
を
採
用
し
、
発
効
要
件
を
示
す
条

項
（
最
終
規
定
）
に
お
い
て
「
三
カ
国

目
が
批
准
書
を
預
託
者
で
あ
る
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
事
務
総
長
に
預
託
し
た
日
に
、
既

批
准
国
間
の
み
に
お
い
て
発
効
す
る
」

と
規
定
し
て
い
る
。
準
備
が
整
っ
た
国

か
ら
順
次
自
由
化
を
実
現
し
て
い
く
と

い
う
こ
の
柔
軟
な
姿
勢
は
、
航
空
産
業

の
発
展
度
合
い
、
市
場
規
模
、
航
空
行

政
の
習
熟
度
な
ど
様
々
な
面
で
大
き
な

差
が
残
る
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
お
い
て
は
必

然
的
な
選
択
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

二
〇
〇
七
年
一
一
月
の
第
一
三
回
Ａ

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
首
脳
会
議
で
は
、
Ａ
Ｅ
Ｃ
設

立
に
向
け
た
工
程
表
と
な
る
Ａ
Ｅ
Ｃ
ブ

ル
ー
プ
リ
ン
ト
が
採
択
さ
れ
、
Ｒ
Ｉ
Ａ

Ｔ
Ｓ
も
そ
の
一
要
素
と
し
て
組
み
込
ま

れ
た
。
も
う
ひ
と
つ
重
要
な
点
は
、
Ａ

Ｓ
Ａ
Ｍ
の
創
設
が
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
お
け

る
航
空
自
由
化
の
最
終
目
標
に
設
定
さ

れ
た
こ
と
で
あ
る
。

●�

Ａ
Ｓ
Ａ
Ｍ

　

二
〇
一
一
年
一
二
月
の
第
一
七
回
Ａ

Ｔ
Ｍ
は
「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
単
一
航
空
市
場

の
実
施
枠
組
み
」
を
採
択
し
、
Ａ
Ｓ
Ａ

Ｍ
の
概
要
お
よ
び
実
施
に
向
け
た
工
程

表
を
成
文
化
し
た
。
同
実
施
枠
組
み
は
、

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
経
済
発
展
と
市
場
統
合

を
加
速
す
る
た
め
、
そ
し
て
北
東
ア
ジ

ア
、
南
ア
ジ
ア
、
オ
セ
ア
ニ
ア
の
結
節

点
に
あ
る
と
い
う
地
理
的
な
優
位
性
を

活
用
す
る
た
め
に
も
、
航
空
市
場
統
合

が
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
の
認
識
を
確

認
し
、
四
五
の
具
体
的
措
置
を
実
施
年

限
と
と
も
に
示
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち

一
三
措
置
は
二
〇
一
二
年
ま
で
、
一
九

措
置
は
二
〇
一
五
年
ま
で
、
残
り
は
そ

れ
以
降
に
実
施
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
。
Ａ
Ｅ
Ｃ
と
同
様
、
Ａ
Ｓ
Ａ
Ｍ
構
築

に
お
い
て
も
、
二
〇
一
五
年
を
ひ
と
つ

の
大
き
な
区
切
り
と
位
置
づ
け
な
が
ら
、

そ
れ
以
降
も
続
く
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
こ

と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
、
と
い
え
る
。

Ａ
Ｓ
Ａ
Ｍ
は
Ｒ
Ｉ
Ａ
Ｔ
Ｓ
を
内
包
す
る

非
常
に
包
括
的
な
枠
組
み
で
あ
る
（
表

１
）。
Ｒ
Ｉ
Ａ
Ｔ
Ｓ
市
場
参
入
の
自
由

化
を
中
核
と
し
て
、
航
空
会
社
の
所
有

と
支
配
、
運
賃
な
ど
に
つ
い
て
必
要
な

項
目
を
定
め
て
き
た
。
Ａ
Ｓ
Ａ
Ｍ
は
、

そ
の
他
の
経
済
要
素
と
し
て
、
航
空
関

連
サ
ー
ビ
ス
産
業
の
自
由
化
、
競
争
法

と
補
助
金
、
消
費
者
保
護
、
紛
争
解
決
、

周
辺
国
と
の
航
空
協
定
な
ど
を
含
み
、

よ
り
密
接
に
Ａ
Ｅ
Ｃ
に
組
み
込
ま
れ
て

い
る
。
ま
た
、
航
空
安
全
、
航
空
安
全

保
障
、
航
空
輸
送
管
理
な
ど
の
技
術
要

素
が
含
ま
れ
た
こ
と
も
大
き
な
進
展
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
Ｒ
Ｉ
Ａ
Ｔ
Ｓ
協
定
に

関
し
て
も
、
さ
ら
な
る
自
由
化
や
「
Ａ

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
共
同
体
航
空
会
社
」
と
い
う

概
念
を
検
討
す
る
と
い
っ
た
点
が
明
記

さ
れ
て
い
る
点
は
特
筆
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。

　

実
施
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
は
、
交
通

次
官
級
会
合
管
轄
下
の
航
空
作
業
部
会

の
な
か
に
、
経
済
要
素
、
技
術
要
素
を

担
当
す
る
小
作
業
部
会
が
設
置
さ
れ
、

そ
こ
で
詳
細
な
議
論
、
交
渉
、
進
捗
管

理
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、

Ａ
Ｓ
Ａ
Ｍ
の
技
術
要
素
に
関
し
て
は
、

欧
州
単
一
航
空
市
場
構
築
の
経
験
を
活

か
し
て
、
Ｅ
Ｕ
が
支
援
を
続
け
て
い
る
。

●�

進
捗
状
況

　

当
初
予
定
よ
り
も
遅
れ
が
ち
で
は
あ

る
が
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
航
空
自
由
化
は

着
実
に
進
展
し
て
い
る（
表
２
）。
協
定
、

附
属
文
書
ご
と
の
相
違
は
あ
る
も
の
の
、

批
准
に
要
す
る
期
間
に
は
加
盟
各
国
の

特
徴
が
表
れ
て
い
る
。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

表１　ASEAN単一航空市場の枠組み
分野 項目 概要

経
済
要
素

①市場参入 RIATS 協定（MAFLAFS、MAAS、MAFLPAS）の実施。将来的なさらなる自由化の可能性を検討する。
②チャーター 定期便のない国際航路の自由化。その他は個別に検討。

③航空会社の所有と支配 ASEAN 加盟国が航空会社を指定する際の「主たる事業所」および「実効規制支配」に関する基準を採択するように取り組む。
「ASEAN 共同体航空会社」のコンセプトを含め、航空会社の所有と支配のさらなる自由化に向けた議論を開始する。

④運賃 運賃申告制廃止に向けて取り組む。

⑤商業活動
航空会社の商業上の取決め、事務所設置、航空輸送サービスの販売・マーケティング、航空機リース、外国人の雇用、グランド・ハンドリング、空
港までの交通、コンピュータ予約システム、保守・修理・オーバーホールサービス。
契約上の義務がある場合以外は商業活動の供給は自由化され、その義務が消失するに従って自由化を進める。

⑥競争法と補助金 全産業を対象とした ASEAN の取り組みに従う。
⑦消費者保護 全産業を対象とした ASEAN の取り組みに従う。
⑧空港使用料 国際民間航空機関（ICAO）の原則・指針に沿って構築。
⑨紛争解決 ビエンチャン議定書（2004 年 11 月）で規定された「強化された紛争処理メカニズム」に従う。
⑩対話国との関係 中国、インド、韓国、その他の対話パートナーとの航空協定の締結。

技
術
要
素

⑪航空安全

規制当局の能力と安全基準を ICAO の基準・推奨手順（Standards and Recommended Practices: SARPs）に適合させる。
航空関連資格の相互承認協定を構築する。
- 航空機運航者資格、航空機の耐空証明、運航乗員／エンジニア資格。
- その他の航空安全に関する分野。
ASEAN 全域に適用する共通の航空安全規則からなる枠組みを構築する。

⑫航空安全保障 航空安全保障措置を ICAO の基準・推奨手順（SARPs）に適合させる。
液体・エアロゾル・ジェル（LAGS）、搭乗前スクリーニング、航空貨物などのスクリーニング技術および手続きの調和化。

⑬航空輸送管理

東南アジア地域における航空輸送管理に関する ICAO の取り組みを支援。
EU の「欧州単一航空市場航空運航管理調査プログラム」（Single European Sky Air Traffic Management Research Programme: SESAR）、アメリカ連邦
航空局の「次世代航空輸送システム」（Next Generation Air Transportation System: NextGen）、およびその他地域の取り組みを調査する。
航空輸送管理調和化マスタープランのあり方を検討。

（出所）筆者作成。
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が
も
っ
と
も
積
極
的
で
あ
り
、
タ
イ
、

マ
レ
ー
シ
ア
な
ど
の
域
内
先
進
国
が
そ

れ
に
続
く
。
反
対
に
も
っ
と
も
消
極
的

な
の
が
最
大
の
国
内
航
空
市
場
を
有
す

る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
あ
り
、

同
じ
く
島
嶼
国
で
あ
る
フ
ィ

リ
ピ
ン
、
後
発
国
の
カ
ン
ボ

ジ
ア
、
ラ
オ
ス
も
遅
れ
が
ち

で
あ
る
。
Ｒ
Ｉ
Ａ
Ｔ
Ｓ
協
定

の
う
ち
、
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｌ
Ａ
Ｆ
Ｓ

と
Ｍ
Ａ
Ａ
Ｓ
に
つ
い
て
は
、

本
協
定
、
附
属
文
書
と
も
に

二
〇
〇
九
年
五
月
の
第
一
四

回
Ａ
Ｔ
Ｍ
に
お
い
て
合
意
、

署
名
さ
れ
て
お
り
、
Ｒ
Ｉ
Ａ

Ｔ
Ｓ
で
合
意
し
て
い
た
二
〇

〇
八
年
一
二
月
と
い
う
実
施

年
限
よ
り
は
遅
れ
た
も
の
の
、

二
〇
〇
九
年
一
〇
月
に
は
既

批
准
国
間
で
発
効
し
て
い
る
。

Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｌ
Ａ
Ｆ
Ｓ
に
つ
い
て

は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
が
二
〇

一
五
年
八
月
に
批
准
し
た
こ

と
に
よ
り
、
全
加
盟
国
の
批

准
が
完
了
し
た
。
Ｍ
Ａ
Ａ
Ｓ

は
、
本
協
定
お
よ
び
六
本
の

附
属
文
書
と
も
に
、
同
じ
く

第
一
四
回
Ａ
Ｔ
Ｍ
で
合
意
、

署
名
さ
れ
、
同
年
中
に
発
効

し
て
お
り
、
二
〇
一
六
年
三

月
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
が
第
五
、

第
六
の
附
属
文
書
を
批
准
し
た
こ
と
に

よ
り
、
全
加
盟
国
の
批
准
が
完
了
し
た
。

Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｌ
Ｐ
Ａ
Ｓ
に
関
し
て
は
、
本
協

定
、
二
本
の
附
属
文
書
と
も
に
、
二
〇

一
〇
年
一
一
月
の
第
一
六
回
Ａ
Ｔ
Ｍ
に

お
い
て
合
意
、
署
名
さ
れ
、
二
〇
一
一

年
に
は
既
批
准
国
間
で
発
効
し
て
い
る
。

そ
の
後
、
二
〇
一
六
年
四
月
に
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
と
ラ
オ
ス
が
批
准
し
た
こ
と
に

よ
り
、
全
加
盟
国
の
批
准
が
完
了
し
た
。

「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
マ
イ
ナ
ス
Ｘ
」
方
式
は
、

署
名
ま
で
、
発
効
ま
で
の
期
間
の
短
縮

化
に
寄
与
す
る
一
方
で
、
特
定
国
の
批

准
の
遅
れ
を
容
認
す
る
一
因
に
も
な
っ

た
と
い
え
る
。

●�

周
辺
諸
国
と
の
多
国
間
航
空
協

定
　

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
域
内
の
航
空
自
由
化

を
進
め
る
一
方
で
、
周
辺
諸
国
と
の
多

国
間
航
空
協
定
の
締
結
に
も
取
り
組
ん

で
い
る
。
も
ち
ろ
ん
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
各
国

は
そ
れ
ぞ
れ
の
必
要
に
応
じ
て
周
辺
国

と
の
二
国
間
航
空
協
定
を
締
結
し
、
航

空
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
て
い
る
。

そ
の
う
え
で
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
と
周
辺
国
と

の
航
空
協
定
を
締
結
す
る
意
義
は
、
①

第
五
の
自
由
（
以
遠
権
）
に
よ
り
、
相

手
国
か
ら
先
の
市
場
に
参
入
し
や
す
く

す
る
こ
と
、
②
二
国
間
協
定
で
上
限
に

達
し
た
場
合
の
追
加
的
な
枠
を
設
け
る

こ
と
、
に
あ
る
。

　

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
と
の
多
国
間
航
空
協
定

に
関
し
て
は
中
国
が
先
行
し
て
い
る
。

二
〇
一
一
年
一
月
に
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
・

中
国
航
空
協
定
お
よ
び
附
属
文
書
一

（
第
三
、
第
四
の
自
由
）
が
署
名
さ
れ
、

同
年
八
月
に
中
国
が
批
准
し
た
こ
と
に

よ
り
、
既
批
准
国
間
で
発
効
し
て
い
る
。

第
五
の
自
由
を
対
象
と
す
る
附
属
文
書

二
は
二
〇
一
四
年
一
一
月
に
署
名
さ
れ
、

二
〇
一
五
年
一
二
月
に
中
国
が
批
准
し

た
こ
と
に
よ
り
、
既
批
准
国
間
で
発
効

し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
発
効
要
件
は
、

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
加
盟
国
の
う
ち
の
二
カ
国

と
中
国
の
批
准
で
あ
る
。

　

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
・
日
本
航
空
協
定
の
内

容
や
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
な
ど
の
実
質
的
な

情
報
は
公
表
さ
れ
て
い
な
い
が
、
関
連

す
る
動
き
が
観
察
さ
れ
る
。
二
〇
一
五

年
一
月
、
日
本
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
ラ
オ

ス
と
相
次
い
で
航
空
協
定
を
締
結
し
た
。

こ
れ
で
日
本
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
加
盟
一
〇

カ
国
す
べ
て
と
二
国
間
航
空
協
定
を
締

結
し
た
こ
と
に
な
る
。
国
土
交
通
省
に

よ
れ
ば
、
二
国
間
協
定
に
加
え
て
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｎ
と
の
地
域
的
な
航
空
協
定
を
締

結
す
る
利
点
は
、
①
Ａ
Ｓ
Ａ
Ｍ
実
現
に

あ
わ
せ
て
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
域
内
で
同
一
水

準
の
自
由
化
を
達
成
で
き
る
こ
と
、
②

安
全
・
保
安
条
項
や
国
籍
条
項
な
ど
の

新
た
な
課
題
に
際
し
て
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
単

位
で
対
応
が
可
能
に
な
る
た
め
、
そ
の

迅
速
化
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
、
③
日
本

に
と
っ
て
最
初
の
地
域
的
な
航
空
協
定

を
締
結
す
る
こ
と
に
よ
り
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ

表２　航空自由化協定の進捗状況
分
野

協
定 附属文書 (Protocol) 署名日 批准日

ブルネイ カンボジア インドネシア ラオス マレーシア ミャンマー フィリピン シンガポール タイ ベトナム

貨
物

MAFLAFS：航空貨物輸送の完全自由化に関
する多国間協定

2009年 2010年 2011年 2015年 2011年 2009年 2009年 2010年 2009年 2009年 2009年
5月20日 3月30日 5月5日 8月28日 3月17日 12月15日 8月7日 4月19日 7月3日 10月13日 12月22日

附１ ASEAN域内の指定地点の間の無
制限の第3、第4、第5の自由

2009年 2010年 2011年 2015年 2011年 2009年 2009年 2010年 2009年 2009年 2009年
5月20日 3月30日 5月5日 8月28日 3月17日 3月23日 8月7日 4月19日 7月3日 10月13日 12月22日

附２ ASEAN域内の全ての国際空港間
の無制限の第3、第4、第5の自由

2009年 2010年 2011年 2015年 2011年 2010年 2009年 2010年 2009年 2009年 2009年
5月20日 3月30日 5月5日 8月28日 3月17日 1月23日 8月7日 4月19日 7月3日 10月13日 12月22日

旅
客

MAAS：航空サービスに関する多国間協定 2009年 2010年 2011年 2011年 2011年 2009年 2009年 2010年 2009年 2009年 2009年
5月20日 3月30日 5月5日 11月24日 3月17日 12月15日 8月7日 4月19日 7月3日 10月13日 12月22日

附１ ASEAN準地域内部における無制
限の第3、第4の自由

2009年 2010年 2011年 2011年 2011年 2010年 2009年 2010年 2009年 2009年 2009年
5月20日 3月30日 5月5日 11月24日 3月17日 1月23日 8月7日 4月19日 7月3日 10月13日 12月22日

附２ ASEAN準地域内部における無制
限の第5の自由

2009年 2010年 2011年 2011年 2011年 2010年 2009年 2010年 2009年 2009年 2009年
5月20日 3月30日 5月5日 11月24日 3月17日 1月23日 8月7日 4月19日 7月3日 10月13日 12月22日

附３ ASEAN準地域間の無制限の第3、
第4の自由

2009年 2010年 2011年 2012年 2011年 2010年 2011年 2010年 2009年 2009年 2009年
5月20日 3月30日 5月5日 11月27日 3月17日 1月23日 7月1日 4月19日 7月3日 10月13日 12月22日

附４ ASEAN準地域間の無制限の第5
の自由

2009年 2010年 2011年 2012年 2011年 2010年 2011年 2010年 2009年 2009年 2009年
5月20日 3月30日 5月5日 11月27日 3月17日 1月23日 7月1日 4月19日 7月3日 10月13日 12月22日

附５ ASEAN加盟国首都間の無制限の
第3、第4の自由

2009年 2010年 2011年 2014年 2011年 2010年 2011年 2016年 2009年 2009年 2009年
5月20日 3月30日 5月5日 5月30日 3月17日 1月23日 7月1日 3月11日 7月3日 10月13日 12月22日

附６ ASEAN加盟国首都間の無制限の
第5の自由

2009年 2010年 2011年 2014年 2011年 2010年 2011年 2016年 2009年 2009年 2009年
5月20日 3月30日 5月5日 5月30日 3月17日 1月23日 7月1日 3月11日 7月3日 10月13日 12月22日

MAFLPAS：航空旅客輸送の完全自由化に関
する多国間協定

2010年 2013年 2013年 2016年 2016年 2011年 2011年 2012年 2011年 2011年 2011年
11月12日 2月20日 7月30日 4月7日 4月7日 5月24日 7月1日 3月28日 3月14日 9月2日 9月30日

附１ ASEAN域内の指定地点の間の無
制限の第3、第4、第5の自由

2010年 2013年 2013年 2016年 2016年 2011年 2011年 2012年 2011年 2011年 2011年
11月12日 2月20日 7月30日 4月7日 4月7日 5月24日 7月1日 3月28日 3月14日 9月2日 11月4日

附２ ASEAN域内の全ての国際空港間
の無制限の第3、第4、第5の自由

2010年 2013年 2013年 2016年 2016年 2011年 2011年 2012年 2011年 2011年 2011年
11月12日 2月20日 7月30日 4月7日 4月7日 5月24日 7月1日 3月28日 3月14日 9月2日 11月4日

（出所）ASEAN 事務局資料（ASEAN Transport Instruments and Status of Ratification: Air Transport, As of 12 April 2016）に基づき筆者作成。
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Ｎ
市
場
重
視
を
内
外
に
強
く
訴
え
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。

　

韓
国
と
の
航
空
協
定
に
関
し
て
は
、

第
五
の
自
由
ま
で
を
見
据
え
て
交
渉
が

開
始
さ
れ
た
が
、
具
体
的
な
進
展
に
は

つ
な
が
っ
て
い
な
い
模
様
で
あ
る
。
と

く
に
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
側
が
求
め
る
以
遠

権
に
韓
国
が
難
色
を
示
し
て
い
る
こ
と

が
交
渉
難
航
の
一
因
と
な
っ
て
い
る
。

　

イ
ン
ド
と
の
航
空
協
定
に
つ
い
て
は
、

先
行
し
た
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
・
中
国
航
空
協

定
を
ひ
な
形
と
し
て
交
渉
を
開
始
し
た

い
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
側
と
、
白
紙
の
状
態
か

ら
の
交
渉
を
望
む
イ
ン
ド
側
と
の
立
場

の
違
い
が
大
き
く
、
実
質
的
な
進
展
が

み
ら
れ
な
い
状
況
が
続
い
て
い
た
。
イ

ン
ド
と
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
と
の
間
に
は
定
期

的
な
閣
僚
級
会
合
が
開
催
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
も
、
中
国
、
日
本
、
韓
国
な
ど

と
よ
り
も
交
渉
が
進
め
に
く
い
要
因
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な

な
か
、
二
〇
一
五
年
一
〇
月
に
公
表
さ

れ
た
民
間
航
空
政
策
に
お
い
て
、
イ
ン

ド
政
府
は
「
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
か
ら
五
〇

〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
の
パ
ー
ト
ナ

ー
と
の
オ
ー
プ
ン
ス
カ
イ
交
渉
を
二
〇

二
〇
年
四
月
一
日
ま
で
に
開
始
す
る
」

と
の
方
針
を
示
し
た
。
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
も

こ
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
た
め
、
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
・
イ
ン
ド
の
航
空
協
定
交
渉
が
再

開
さ
れ
る
き
っ
か
け
に
な
る
と
期
待
さ

れ
て
い
る
。

　

Ｅ
Ｕ
と
の
間
で
は
、
世
界
初
の
ブ
ロ

ッ
ク
対
ブ
ロ
ッ
ク
の
航
空
協
定
に
な
る

包
括
的
航
空
協
定
の
交
渉
が
開
始
さ
れ

て
い
る
。
現
在
で
も
Ｅ
Ｕ
は
Ａ
Ｓ
Ａ
Ｍ

の
技
術
要
素
に
協
力
し
て
い
る
が
、
Ａ

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
・
Ｅ
Ｕ
包
括
的
航
空
協
定
に

も
そ
の
要
素
が
取
り
入
れ
ら
れ
る
見
込

み
で
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
側
と
し
て
は
、
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｎ
と
の
協
力
強
化
に
よ
り
、
近
年

成
長
が
著
し
い
エ
ミ
レ
ー
ツ
航
空
、
カ

タ
ー
ル
航
空
、
エ
テ
ィ
ハ
ド
航
空
な
ど

の
中
東
の
航
空
会
社
に
対
抗
す
る
意
図

が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

●�
展
望

　

二
〇
一
五
年
末
の
Ａ
Ｅ
Ｃ
創
設
を
間

近
に
控
え
た
二
〇
一
五
年
一
一
月
五
日
、

第
二
一
回
Ａ
Ｔ
Ｍ
に
お
い
て
次
の
一
〇

年
（
二
〇
一
六
～
二
五
年
）
を
対
象
と

し
た
「
ク
ア
ラ
ル
ン
プ
ー
ル
交
通
戦
略

計
画
」（K

uala Lum
pur T

ransport 
Strategic Plan

：
Ｋ
Ｌ
Ｔ
Ｓ
Ｐ
）
が

採
択
さ
れ
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
競
争
力
強

化
お
よ
び
強
靱
化
の
た
め
に
Ａ
Ｓ
Ａ
Ｍ

を
強
化
し
て
い
く
こ
と
な
ど
が
戦
略
的

目
標
に
設
定
さ
れ
た
。
具
体
的
に
は
、

二
〇
一
六
～
一
七
年
の
二
年
間
で
、
Ｍ

Ａ
Ａ
Ｓ
、
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｌ
Ａ
Ｆ
Ｓ
、
Ｍ
Ａ
Ｆ

Ｌ
Ｐ
Ａ
Ｓ
な
ど
の
既
存
の
協
定
を
見
直

し
、
さ
ら
な
る
自
由
化
の
可
能
性
が
検

討
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

現
在
交
渉
中
の
周
辺
国
と
の
航
空
協
定

に
つ
い
て
も
、
二
〇
二
〇
年
ま
で
に
締

結
す
る
こ
と
が
目
標
と
し
て
設
定
さ
れ

た
。
こ
の
よ
う
に
今
後
の
航
空
自
由
化

の
方
向
性
を
定
め
る
と
同
時
に
、
国
際

民
間
航
空
機
関
（
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
）
の
標
準
・

推
奨
方
式
に
沿
っ
た
航
空
安
全
の
強
化

や
、
二
〇
二
〇
年
ま
で
に
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ

航
空
交
通
管
理
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
を
策

定
す
る
な
ど
し
て
航
空
交
通
管
理
の
効

率
化
な
ど
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。

　

Ａ
Ｓ
Ａ
Ｍ
の
中
核
的
な
構
成
要
素
は

市
場
参
入
権
の
自
由
化
で
あ
り
、
そ
れ

を
実
現
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
Ｒ
Ｉ
Ａ
Ｔ

Ｓ
協
定
で
あ
る
。
二
〇
一
六
年
四
月
ま

で
に
そ
の
批
准
も
完
了
し
、
ま
た
、
Ａ

Ｅ
Ｃ
の
な
か
で
サ
ー
ビ
ス
自
由
化
の
一

環
と
し
て
進
め
ら
れ
て
き
た
航
空
関
連

サ
ー
ビ
ス
の
自
由
化
も
一
定
の
進
展
を

み
せ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
自
由
化
の

範
囲
や
制
度
構
築
の
遅
れ
な
ど
に
よ
り
、

二
〇
一
五
年
末
時
点
の
Ａ
Ｓ
Ａ
Ｍ
が
不

完
全
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き

な
い
。
し
か
し
、
制
度
的
な
自
由
化
が

不
完
全
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
民

間
企
業
の
経
済
活
動
が
先
行
し
て
い
る

事
例
を
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
た
と
え

ば
、
Ａ
Ｓ
Ａ
Ｍ
の
対
象
が
第
五
の
自
由

ま
で
に
限
定
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
エ
ア
ア
ジ
ア
は
域
内
に
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
出
資
の
合
弁
企
業
を
設
立
し
、

グ
ル
ー
プ
全
体
と
し
て
統
一
的
に
経
営

す
る
こ
と
で
、
実
質
的
に
第
八
、
第
九

の
自
由
を
行
使
し
て
い
る
と
み
な
す
こ

と
が
で
き
る（
参
考
文
献
①
）。
こ
れ
は
、

Ａ
Ｅ
Ｃ
以
前
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
お
い
て
、

事
実
上
の
（de facto

）
経
済
統
合
が

制
度
上
の
（de jure

）
経
済
統
合
に

先
行
し
た
経
験
と
同
様
の
状
況
で
あ
る

と
い
え
よ
う
。

　

ま
た
、
Ｋ
Ｌ
Ｔ
Ｓ
Ｐ
で
示
さ
れ
て
い

る
と
お
り
、
Ａ
Ｓ
Ａ
Ｍ
の
深
化
に
向
け

た
取
り
組
み
の
比
重
は
経
済
要
素
か
ら

技
術
要
素
へ
と
移
行
し
て
い
く
こ
と
に

な
ろ
う
。
技
術
要
素
の
質
的
向
上
は
Ａ

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
航
空
市
場
に
お
け
る
競
争

条
件
の
平
準
化
に
も
つ
な
が
る
。「
Ａ

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
共
同
体
航
空
会
社
」
の
定
義
、

構
築
を
含
む
経
済
要
素
に
お
け
る
さ
ら

な
る
自
由
化
は
、
そ
の
先
に
位
置
づ
け

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

（
う
め
ざ
き　

そ
う
／
ア
ジ
ア
経
済
研

究
所　

経
済
統
合
研
究
グ
ル
ー
プ
）

《
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